
 
                                                                     

（令和７年６月２６日発表） 

「現地決済型ふるさと納税」の開始 

別紙資料 ○有  無        

◆アピールポイント 

・静岡市では、皆様からいただいた「ふるさと納税」（寄附金）を様々な事業に  

活用しており、2024 年度には 25 億 7,680 万円のご寄附をいただきました。 

・このたび、静岡市を訪れる方の利便性の向上と地域経済の活性化を図るための

新たなサービス「現地決済型ふるさと納税」を７月１日㈫から開始します。 

・このサービスは、静岡市に住民票のない方が、返礼品として受け取った電子  

クーポンを、訪れた静岡市内の宿泊施設などの支払いに使用することのできる

ふるさと納税サービスの一つです。 

・このサービスの導入により、寄附申込から返礼品受取りまでの期間を大幅に 

短縮することができ、寄附者の利便性向上につながります。 

・７月の開始時点での利用可能施設（加盟店舗）は１０施設。随時、加盟店舗の   

拡大を図ります。 

◆内容など 

 

【利用手順】※詳細は別紙参照 

① 寄附者のスマートフォンに「まちのわ ふるさと納税」アプリをダウンロード 

② アプリを操作し、静岡市へ寄附申込・寄附金決済をすることで返礼品としての

電子クーポンを取得 

③ クーポンの利用可能施設（加盟店舗）内のフロントやレジ周辺に設置された 

二次元コードをスマートフォンで読み取り、取得済みの電子クーポンを  

支払いに利用 

 

【利用可能な施設】（順不同） 

浮月楼、ホテルグランヒルズ静岡、中島屋グランドホテル、ホテルオーク静岡、

くれたけインプレミアム静岡駅前、アパホテル静岡駅北、泉ヶ谷工芸の宿 和楽、

１ＨＯＴＥＬ、駿府匠宿、ホテルアソシア静岡 

※最新の加盟店舗は、市ホームページから確認できます。 

URL:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3627/s012582.html 

 

【利用にあたっての注意点】 

・電子クーポンは、「ふるさと納税」における「返礼品」のため、静岡市に住民票

がある方は、本サービスを利用することはできません。 

 

【問合せ】 財政課 資金係(静岡庁舎 10 階) 

      担当 大竹、杉原 電話 ０５４－２２１－１５３６ 
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